
○
延
べ
床
面
積
が
、
80
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
（
増
築
の
場
合
は
、
増
築
部

分
が
80
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
）

○
注
文
住
宅
の
場
合
、
上
棟
予
定
日
が
富
士

地
域
材
使
用
計
画
書
（
第
１
号
様
式
）
提

出
日
の
1
か
月
後
以
降
で
あ
る
こ
と

申
し
込
み
／
上
棟
予
定
日
の
1
か
月
前
ま
で

に
、
必
要
書
類
（
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
直
接
ま
た
は
郵
送

で
、
富
士
市
地
域
材
利
用
推
進
協
議
会
へ

【
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】
く
ら
し
と
市
政
↓
く
ら
し
・　

手
続
↓
住
ま
い
↓
住
ま
い
の
補
助
金
↓
富
士
地

域
材
使
用
住
宅
取
得
費
補
助
金
（
富
士
ヒ
ノ
キ
の

家
）
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富
士
ヒ
ノ
キ
の
家
（
富
士
地
域
材

使
用
住
宅
）
取
得
費
補
助
事
業

補
助
額
／
1
棟
当
た
り
30
万
円

申
請
要
件
／
次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
場
合

に
申
請
で
き
ま
す

○
み
ず
か
ら
居
住
す
る
た
め
に
、
市
内
で
木

造
住
宅
を
取
得
（
新
築
・
増
築
な
ど
）
す

る
こ
と

○
木
材
総
使
用
量
の
う
ち
、
34
％
以
上
が
市

内
、
ま
た
は
富
士
宮
市
内
で
生
産
さ
れ
た

「
富
士
地
域
材
」
で
あ
る
こ
と

○
使
用
す
る
「
富
士
地
域
材
」
は
全
て
「
し

ず
お
か
優
良
木
材
認
証
製
品
」
で
あ
り
、

市
内
で
製
材
業
を
営
む
者
が
製
材
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と

○
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
建
築
士
、大
工
、

工
務
店
な
ど
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と

市
は
、
品
質
・
性
能
が
確
か
な
「
富
士
地
域
材
」（
富
士
ヒ
ノ
キ
な
ど
）
を

使
っ
た
木
造
住
宅
の
建
築
に
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
地
元
産
の
富
士
ヒ
ノ
キ
を
使
っ
た
家
に
住
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

富
士
ヒ
ノ
キ住ん

で
み
ま
せ
ん
か
？

の
家
に

林
政
課
（
市
役
所
5
階
）

1（
55
）2
7
8
3
　
5（
51
）1
9
9
7

富
士
市
地
域
材
利
用
推
進
協
議
会

（
富
士
市
森
林
組
合
内
）

〒
4
1
7-

0
8
0
1　
大
淵
6
9
7
9-

5

1
・
5（
35
）5
3
3
9

在
学
中
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
20
歳

以
上
の
学
生
は
、
学
生
納
付
特
例
を
申
請
し

て
承
認
を
受
け
る
と
、
承
認
さ
れ
た
期
間
の

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

申
請
日
か
ら
2
年
1
か
月
前
ま
で
の
在
学

期
間
に
つ
い
て
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き

ま
す
が
、
4
月
か
ら
翌
年
3
月
ま
で
を
1
年

度
と
し
、
申
請
す
る
年
度
ご
と
に
申
請
書
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

新
年
度
分
の
申
請
受
付
は
毎
年
4
月
（
20

歳
未
満
の
人
は
20
歳
に
な
る
月
）
か
ら
始
ま

り
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。
追
納
す

る
こ
と
で
将
来
受
け
取
る
年
金
額
を
ふ
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
／
大
学
（
大
学
院
）、短
大
、高
等
専
門

学
校
な
ど
に
在
学
す
る
（
し
た
）
20
歳
以

上
の
学
生
で
、
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の

人
持
ち
物
／
年
金
手
帳
、
学
生
証
（
両
面
を
コ

ピ
ー
）
ま
た
は
在
学
証
明
書
（
原
本
）
な

ど
※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委
任
状
と

認
め
印
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書
が
必
要

で
す
。

提
出
先
／
富
士
年
金
事
務
所
ま
た
は
国
保
年

金
課
国
民
年
金
担
当

※
日
本
年
金
機
構
よ
り
送
付
さ
れ
た
は
が
き

形
式
の
申
請
書
を
提
出
し
た
人
は
、
窓
口

で
手
続
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

富
士
年
金
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

★
年
金
受
給
者
の
所
在
が
わ
か
ら
な
い
と
き

は
、
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

年
金
受
給
者
の
所
在
が
1
か
月
以
上
わ
か

ら
な
い
と
き
は
、
同
じ
世
帯
に
い
る
人
が
、

「
年
金
受
給
権
者
所
在
不
明
届
」
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
提
出
先
は
、
富
士
年

金
事
務
所
で
す
。

提
出
後
、
年
金
受
給
者
本
人
宛
て
に
送
付

さ
れ
る
「
現
況
申
告
書
」
の
返
信
が
な
い
場

合
は
、
年
金
の
支
給
が
一
時
止
ま
り
ま
す
。

本
人
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、

年
金
の
支
給
再
開
の
手
続
を
し
ま
す
の
で
、

富
士
年
金
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

学
生
納
付
特
例
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

20 歳以上の
学生の皆さん！

富
士
年
金
事
務
所
（
横
割
3

‒

5

‒ 
33
）

1（
61
）1
9
0
0
　
5（
64
）5
4
1
1

Bhttps://w
w
w
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国
保
年
金
課 

国
民
年
金
担
当

（
市
役
所
3
階
）

1（
55
）2
7
5
5
　
5（
51
）2
5
2
1


